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序 人間社会の道理

第 1章差別禁止法の必要性

[ 1 ]厳然と存在する立法事実(部落差別の現実) 【資料 1】・【資料 2】

[ 2 ]現行法や行政対応の限界

[ 3 ]差別禁止法の制定は国際社会の標準規格 【資料 3】・【資料 4】

第 2章差別禁止法制定の意義

第 3章 不可分一体の人権侵害救済法と差別禁止法

第 4章差別禁止法の制定へ

[ 1 ]差別禁止法制定への潮流

[ 2 ]築かれてきた橋頭壁 人権擁護審答申と人権擁護法案・人権委員

会設置法案

[ 3 ]差別禁止法実現への 3つの必須条件

第 5章差別禁止法批判への反論

序人聞社会の道理

差別は人間の心を踏みにじる。人間の命までも奪う。悲憤の涙が流され続け、

無念の思いがあふれ出る。そんな現実が、この社会にまだまだ多く残されてい

る。
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しかし日本の法律は、例えば結婚差別の現実に「慰謝料請求」という民事訴

訟の道を与えているだけである。差別行為そのものをとがめる法律はない。こ

れが基本的人権の尊重を標携する日本国憲法のもとでの「法治国家」の現実だ。

差別は犯罪である。差別は禁止されなければならない。そんな当たり前なこ

とが社会の規範たる法律によって打ち立てられなければならないと心の底から

感じている。それが「差別禁止法」である。

差別問題に関して、これまでは被差別当事者に対する取り組みや対策が法律

の中心をなしてきた。もちろんこれは間違いではない。しかし、差別は差別す

る人がいるから存在する。だとすれば、差別禁止という加害者(加差別者)に

向けた法律もあわせて整備されてしかるべきではないだろうか。「差別する人

がいなくなれば差別はなくなる」というこの原則を社会的なルールとして確立

するもの、それが「差別禁止法」である。 「差別禁止法」の制定は人聞社会の

道理ではないだろうか。(冊子 ~I差別禁止法」をつくる J)

第 1章差別禁止法の必要性

[ 1 ]厳然と存在する立法事実(部落差別の現実)

( 1 )立法事実の検証にあたっての留意点

1.差別の範囲

差別禁止法の対象とする「差別」を差別事件(差別行為)に限定するのか、

あるいは差別解消法として、被差別当事者の生活実態や市民の差別意識などに

まで領域を広げて設定するのか。それによって「立法事実としての差別の実態」

は異なってくる。ここでは広義に捉える。

2.科学的認識

①「存在する」と「認識する」は同じではない。「地動説から天動説へ」や「光

の屈折の発見」に象徴される「直感的認識から理性的認識へ」といった自然

科学における現実認識の発展は社会科学(部落差別の現実認識)においても
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問われる。

②個人の経験や実感だけで社会の現実を判断することはできなし、。差別の現実

は勝手に認識されるものではない。

【参照】 1965年 内閣同和対策審議会答申「世間の一部の人々は、同和問

題は過去の問題であって、今日の民主化、近代化が進んだわが国

においてはもはや問題は存在しないと考えている。けれども、こ

の問題の存在は、主観をこえた客観的事実に基づくものである」

③時として厳しい差別ほど見えにくい。差別が差別の現実をねじ伏せる。沈黙

効果。

-セクハラ・いじめ・ HIV問題やハンセン病回復者問題・セクシャルマイ

ノリティ

表 1 結婚差別を受けたときの対処 (2000年大阪府部落問題調査)

間利地区生まれの
結婚至fglJ(事蛾響

( 2 )差別の現実を何に認めるのか(検証が対象とする現実)

1.全国水平社の時代(2領域論) → 差別事象 (C)+差別意識 (A)

2. 同和対策審議会答申(3領域論) → 差別事象 (C) +差別意識 (A)

+生活実態 (B)

・心理的差別=差別事象 (C) +差別意識 (A)

「人々の観念や意識のうちに潜在する差別であるが、それは言語や文字

や行為を媒介として顕在化する。たとえば、言語や文字で封建的身分の
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賎称をあらわして侮辱する差別、非合理な偏見や嫌悪の感情によって交

際を拒み、婚姻を破棄するなどの行動にあらわれる差別である」

。実態的差別=部落の生活実態 (B)

「同和地区住民の生活実態に具現されている差別のことである。たとえ

ば、就職・教育の機会均等が実質的に保障されず、政治に参与する権利

が選挙などの機会に阻害され、一般行政諸施策がその対象から疎外され

るなどの差別であり、このような劣悪な生活環境、特殊で低位の職業構

成、平均値の数倍にのぼる高率の生活保護率、きわだって低い教育文化

水準など同和地区の特徴として指摘される諸現象は、すべて差別の具象

化であるとする見方である」

3.今日の現実認識(5領域論)

r~繊轍変動いわゆる差別事件。 暴力言動、しぐさ、落書き、ネット

への書き込み、結婚での排除、就職での排除、不動産売買での差別調査、

つき合いの拒否などの具体的な差別行為

L~島義援75韓議養護持撃態三:必?差別意識、偏見、忌避意識、嫌悪感情、

マイナスイメージなどの市民の差別を支える意識

議議鱗鱗側糊議議事長;主義社会的に明らかになれば差別事象と

して取り上げられる日常生活の中における差別行為や言動、調査、偏見に

満ちた噂の流布など、市民の日常生活での加差別の実態

{議議護憲議警議議議頭発援護:工員住環境、教育水準、収入、失業、不

安定な就労実態、職域、健康、疾病、貧困など示される被差別当事者の低

位な生活の実態

i?長轍警披露戦防署長種怒り、悲しみ、不安、絶望、恐怖、投げ

やり、心配、恨み、遠慮、あきらめ、自己嫌悪、自尊感情の低下など、多

様な姿となって現われる差別による被差別当事者の心の傷
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図 1-3 続落差別の現実の5領域

総務外

心理聖I紙 災建最前

心潔扇での
後遣を~Uの王足掛E 総務内

(3) 5領域から見た部落差部の現実の検証

→ 【資料 l】(省略)

(4)土地差別問題における 5領域からみた部落差別の現実検証

→ 【資料 2】(省略)

• 立法事実(部落差別の現実)は厳然と存在している。これが差別禁止法

のもっとも根本的な必要性である。

[2 ]現行法や行政対応の限界

( 1 )差別それ自体が直接裁かれることがない

→ 地団駄を踏む思いは癒されない

1.東大阪結婚差別事件(研究所『差別禁止法を求めてJp 8) 

→ 精神的苦痛に対する慰謝料500万円、しかし差別行為そのものが断罪

されず

・1983年 3月28日、大阪地裁第四民事部(石田員裁判長)は府内在住のA
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さんが起こしていた婚約破棄に伴う慰謝料請求訴訟において、被告の Bさ

んに対し 550万円の慰籍料支払いを命じる判決を出した。サンケイ新聞大

阪本社社会部長(当時)の八木荘司さんがのち 『原告宮津裕子J(筑摩書

房 1987年)として小説化し、またAさん自身が宮津裕子名で『沈黙せず』

(解放出版社 1993年)として出版した結婚差別事件に関わる判決である 0

・1976年、同じ会社で働いていた二人は結婚を決意し、 BさんはAさんの

両親にもその意思を伝え、婚約指輪をおくり結納の儀式を執り行うまでに

至っていた。ところがAさんが部落出身であること知った Bさんの両親は

これに強く反対し、 「御獄山の先達の判断」などを持ち出しついに婚約破

棄に追い込んだ。あまりの仕打ちにAさんが 1980年に提訴に踏み切った

ものである。

-判決は「原告が被差別部落出身であることを理由として、婚約解消を意図

した」と認定し、「婚姻予約上の地位の侵害として不法行為を構成する」

とした。また Bさんの両親に対しても 「被差別部落出身であることを理由

に当該婚約の履行に干渉してこれを妨害したときは、婚約破棄者と共同し

て不法行為の責を負う」と断定した。そうして判決は、 Aさんの「精神的

苦痛を慰藷すべき金額として 500万円J(別に弁護士費用 50万円)の支払

いを命じた。

・慰謝料請求訴訟であるのだからこれは明らかな勝訴判決である。しかし差

別行為そのものに対する罪が問われたのではなし、。その結果被ったAさん

の精神的苦痛という「原告の損害」に対する金銭支払いで判決は一件落着

を告げた。

2.部落地名総鑑 → 言論・出版の自由か

• 2014年 5月29日 人権擁護委員研修会(解放新聞 2676号 2014/7/28)

広島法務局呉支部総務課長「部落地名総鑑を配っただけでは人権侵害にな

らない」
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広島法務局人権擁護部長「就職差別に利用したかどうかが問題で、使用し

なければ人権侵害にならなしリ。未だにこのような主張がまかり通ってい

る。

-現在は一部自治体において、条例によって規制されているのみ

3. 大阪ハイキング道連続差別落書き事件 → 結局は「器物破損」を問うだ

け

・2003年-2005年 ・コース内の立て看板や自然、石、ベンチなどに 100カ

所

-持参したベニヤ板を打ち付けたものの (~差別事件が問いかけるもの』

p 11) 

4. インターネット上の差別書き込み → 犯罪なら即閉鎖そして捜査になる

が-

①差別IJHPrB地区へょうこそ m愛知県」

2007年、愛知県在住の実行者は、インターネット掲示板で同和問題を知

り、図書館で調べたことをきっかけに愛知県、岐阜県、三重県内の同和地

区へ出向き、住宅の外観を静止画・動画で撮影し、ホームページ上で掲載。

さらに地図情報も付加した上で、「同和地区及び未解放部落への一般人の

立ち入りは非常に危険です。被差別部落民は一般人に対して強い恨みと反

感を持っています。同和地区及び、未解放部落への侵入はすべて自己責任で

お願いします。 000同和地区は特にヤパイです」などと差別を扇動する

内容まで掲載した。

実行者はホームページ内で愛知県内の同和地区にある企業 2社の名誉を聾

損する内容の書き込みを掲載してあったため、企業からの被害届によって

警察は名誉控損罪で犯人を特定、逮捕に至った。名古屋地裁は、「手口は

未熟で、浅はかJr愚劣で陰湿Jr被害会社の名誉及び社会的信用を著しくそ

こねることははなはだしい上、差別助長も大いに懸念される」とし、懲役
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1年の求刑に対して、懲役 1年執行猶予 4年の判決を出した。しかし、実

行者が企業名を伏せながら当ホームページを運営・更新していた場合、罪

に問われることない。

②差別に利用されるグーグルマップ

2009年、グーグルマップ上に「鳥取県の同和地区(被差別部落)Jという

題名のマップが発見された。鳥取県内の地図上に青いマークが打たれ、表

題とともにコメント欄には次のように掲載されていた。「自称人権団体(同

和団体)の不合理な主張を鵜呑みにする総務省およびグーグル社の姿勢に

抗議します。これは同和地区に関係した施設の位置です。自治体により公

開されている情報をそのまま掲載しています。(中略)同和地区に関係す

れば差別や人権侵害の対象になるという事実はありません。むしろ自治体

や企業が「公然の秘密」として扱うことが偏見を生んでいます。総務省、

人権擁護局、人権局様。文句があれば(メールアドレス)まで連絡くださ

い」。

実行者は以後、滋賀県、大阪府等も鳥取県と同様に、同和地区の所在地を

インターネット上で公開してし、く行為を続けている。部落差別に基づく身

元調査や不動産取引等があるなかで、こうした情報が差別に利用されるこ

とは言うまでもないが、規制する法がないが故に「野放し」状態であり、

行為はエスカレートし続けている。

5.奈良水平社博物館前 へイト・スピーチ

• 2011年、在日特権を許さない市民の会(在特会)の幹部が、水平社博物

館前でハンドマイクを使い、同館で開催中の企画展示「コリアと日本『韓

国併合から 100年JJの内容について抗議街宣を行った。その際、同館を

「エッタ博物館、ヒニン博物館」とののしり、挙句の果てに地域住民に向

かつて「出て来い、エッタども」と部落差別発言を繰り返した。この一連

の内容は iYoutubeJに投稿された。
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01公益財団法人奈良人権文化財団(旧名称財団法人水平社博物館)Jは、

在特会幹部の行為が、水平社博物館の持つ人権活動の歴史的意義と役割に

対して、甚だしく名誉を盟損し冒涜したものであることとして損害賠償請

求訴訟を起こした。裁判は、 4回の口頭弁論を終え、奈良地方裁判所で判

決。 「原告が被った有形無形の被害は計り知れないものがある。水平社博

物館の名誉を傷つけた事は公知の事実」と判決理由をのべ、在特会幹部の

街宣活動とインターネット上に公開した行為を違法と断じ、 150万の請求

を科した。ここでも、賎称語を用いて差別発言を繰り返した差別行為に対

する罰則はない。

6.連続差別投書等事件

02003年 5月から 2004年 10月までの 1年半の問、部落解放同盟の事務所

や同盟員の自宅に、部落出身者を侮辱し、殺害を予告するなどの内容を書

き連ねた匿名のはがきや手紙が送りつけられる。総数は全国で 400通にの

ぼり、そのうち東京では 275通。

02004年 10月 19日、警視庁浅草警察署は、差別はがきの送付に伴い行わ

れた脅迫行為の被疑者として、無職の男性 (34)を逮捕。 10月 26日には、

関係者の申告に基づき人権侵犯事件として調査を行っていた東京法務局が

罪状不明で被疑者を警視庁浅草署へ告発。被疑者はまず脅迫罪で東京地方

裁判所に起訴され、次いで名誉盟損罪で追起訴された。

・なお翌 2005年 2月8日には、被告人は警視庁浅草署に再逮捕され、 2月

18日、電力契約の解約を契約者を踊って行った行為について東京地検か

ら私印偽造・同使用の罪で起訴された。数十件に上っていた物品送付につ

いては、商品販売業者に対する偽計業務妨害罪が成立する可能性があった

が起訴されていない。

02005年 7月 1日、東京地方裁判所で被告人に懲役 2年(求刑は 3年)の

実刑判決が下された。控訴せず判決が確定。
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【参照】浦本誉至史『連続大量差別はがき事件 被害者としての誇りをか

けた闘いJ(2011年解放出版社)。
名誉投損や侮辱罪は個人の名誉を保護する。被害者が特定されていなけ

ればならなし、。集団や社会的立場を共有するグループに対する差別行為

は対象にならない。差別禁止法は人間の尊厳や社会的平等を保護するも

のであり社会的集団に対しでも適用される。また差別そのものを規制す

る差別禁止法がないもとでは、慰謝料請求の道しかない。

( 2)行政指導の限界

1 差別ビラ大量ばらまき事件(大蔵住宅差別事件)

.1983年から 1985年にかけて、「これが O住宅の悪徳商法だ !Jとの見出

しがつけられた抗議ビラが、福岡市内を中心に合計 49回、約 50.000枚も

ばらまかれるという信じられないような出来事が発生した。前代未聞のこ

の抗議ビラ行動は、福岡市にある不動産会社の O住宅に対して、顧客で

あったNさんがおこしたもの。

.Nさんは、 1977年 10月に O住宅を通じて、福岡県糸島郡内に念願の住

宅を購入した。ところがこの住宅の所在地が同和地区内であることを翌年

に知るに至り大きなショックを受けたという。 Nさんは、とてもその地を

「終の棲家(ついのすみか)Jにはできないとして、売り主の O住宅に対し、

この物件を買い戻すように要求しました。しかし再三の要求にもかかわら

ず、 0住宅はこの要求を受け入れようとはしなかった。その結果が、冒頭

に紹介した抗議ビラ行動へとエスカレートしたもの。

・ビラには、「この土地が『被差別部落』であることを知り、たいへんショッ
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を適して考えるー

クを受けたJIこの事実を知っていたら、私は絶対買わなかったJI円満な

商取引を望んでいるのなら、相手方にこのことを告知するか、又、別の配

慮をすべきだ」などと書かれ、 0住宅の「悪徳商法」に対する持って行き

場のない憤まんが書きつづられていた0

・しかし、大きなショックを受けたのはNさんばかりではなし、。糸島郡の地

元部落はもとより、福岡の部落の人々は、自分たちの住む土地があたかも

人の住むべき所ではないかのように言いふらされたのである。なぜ、物件

が同和地区内のものであれば「相手方にこのことを告知するか、又、別の

配慮」が必要なのか。 Nさんの抗議の大前提に横たわる露骨な部落に対す

る差別意識と、それを拡大するビラまき行動は、部落差別行為そのものと

して決して見過ごしにできない重大事件であった。

・法務局や福岡市は、 Nさんに対する説得と啓発の取り組みを強力に展開

したが、 Nさんはこれを一切受け付けようとはせず、「こうしたビラを 10

万枚まく」などと居直るしまっ。

・こうした事態の中で、部落解放同盟福岡県連合会糸島地区協議会のメン

て-16人と同福岡市協議会委員長は、 1985年 12月 26日、ついに差別ビ

ラの印刷および配布の差し止めを求める仮処分申請と名誉および人格権の

侵害による慰謝料の内金 10万円の支払いを求める損害賠償請求の訴えを

福岡地裁におこした。同地裁は、 1986年 3月 6日、この申請を認める決

定を下すとともに、 Nさんに損害賠償の支払いを命じる判決を下した。し

かしNさんはこれを不服とし、同様の第二弾差別ビラを同年 6月に糸島郡

の地元周辺に再び配布するという暴挙に出た。行動はやがて鎮静化したが

行政指導の無力と法的不備が浮き彫りにされた。

2.大阪府岸和田市差別張り紙事件

・自宅新築に際して建築会社とトラフゃルになり、最高裁まで争うものの敗

訴。逆恨みした岸和田市在住のR(50歳代)は、「殺人共謀忘恩盗エタJIエ
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考える

タ市長」など、 1993年頃から自宅に何枚もの差別張り紙を掲出。

・岸和田市長は個人の資格で岸和田地裁に仮処分の申し立てをし、名誉製揖

が認められ差別文書は撤去されたが、 Rはすぐに別の文書を貼り直した0

・部落解放同盟の確認会の席上でも 「あんたら差別されて当然なんや」と暴

言を吐く。大阪府は交渉で、今日の法体系では法的規制や法律による罰則

はできないこと5忍める。

・裁判後、 行政が差別落書きを消しでも本人がまたなおすイタチごっこの状

態が続く。現在も放置したまま。本人は住んでおらず、空き家状態。家周

辺は草が生い茂っているが、よく見ると差別落書きは読みとれるとのこ

と。

3.名古屋路上差別発言事件

.2001年頃から名古屋駅前や栄(地名)の路上で、名古屋市在住の S (50 

歳代)が、「同和部落民はパイ菌」などとハンドマイクで連呼。周囲には「同

和部落民が主に睡眠中に血液の循環の悪くなる震動を起こして人材を病気

にしたり、殺したりして国家支配をしている」などと書いた紙を貼り付け

ている。

-法務局、愛知県、名古屋市などが説得や啓発に乗り出したが会話も成り立

たなかった。

(3 )黒川温泉Aホテル宿泊拒否差別事件

ハンセン病回復者に対する、黒川温泉Aホテルの宿泊拒否事件も、現行法の不

備と行政指導の限界を教えている。

.ハンセン病回復者の宿泊を拒否

2003年 9月、熊本県にあるハ ンセン病療養所「菊池恵楓園」の入所者が、

県のふるさと訪問事業の一環として、黒川温泉のAホテルに宿泊を予約。 しか

しホテル側は宿泊日が迫った 11月に入って、宿泊予定者にハンセン病の元患
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考えるー

者がいることを理由に宿泊拒否を通告してきた。

熊本県は直ちに抗議し、知事名での申し入れ書を持参し、東京にあるAホテ

ルの本社にまで出向いて要請した。しかしホテル側はがんとしてその姿勢を改

めなかった。偏見と悪意に満ちた著しい差別行為であり、熊本県知事はついに

定例の記者会見で事実の公表に踏み切った。

。形ばか りの反省

Aホテルは、事件が全国的に報じられると一転して、総支配人が「菊池恵楓

園」を訪れて謝罪した。しかし、療養所入所者で作られている自治会は、反省

が口先だけのものであることを感じ取って受け付けなかった。自治会の判断は

正しかった。ホテル側は 12月に入って交代した新社長が、 「宿泊拒否は当然」

「責任は県にあるJI我々は被害者である」と居直ったのである。

4・4日間の営業停止と 2万円の罰金

熊本法務局と県は、ホテルを熊本地検に告発した。事実は明白であり、その

差別性は露骨である。しかしホテル側に適用される法律は「旅館業法」しかな

かった。その結果、県はホテルを 4日間の営業停止処分にできただけ。また熊

本地検も社長ら 3人と法人を起訴したが 「略式起訴」によ って、法定刑上限の

罰金 2万円が命じられただけであった。

「差別禁止法」がない中で、ハンセン病回復者の人々に対する「差別」が裁

かれることはなかった。それどころか、その後入所者自治会に対して、市民か

らは、口に出すこともはばかられるような中傷の電話や手紙、葉書が殺到した。

• :結局、確信犯に対する行政指導には限界があり、差別行為を差し止めるこ : 

とすらできなし、。近年のへイト・スピーチ問題はそのことを改めて教えて | 

いる。
‘ーーーーーーーーーーー__ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー四ーー 目ーーーーーーー ーー_，
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考) 部落問題を通して考える

( 4 )条約も直接私人間行為には適用されない

1.条約は国家聞の約束であり法的義務は締約国(中央政府と地方政府=自治

体)を拘束するが、一般市民には向けられていない。

→ 人種差別撤廃条約は直接私人間行為に適用されないという解釈が主流

2.朝鮮学校襲撃事件裁判

① 2009年 12月、京都朝鮮第一初級学校周辺で「在日特権を許さない市民の会」

(在特会)がへイト・スピーチによる襲撃行為を行う。この様子をインター

ネットの動画で配信。

② 2013年 10月 7日 一審の京都地裁判決

街宣禁止(移転後の所在地を中心とした半径 200メートル以内も含めて)と

1226万円の賠償命令。

③ 2014年 7月 8日 控訴審の大阪高裁判決

控訴棄却

「人種差別撤廃条約は、国法のー形式として国内法的効力を有するとして

も、その規定内容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定するとともに、

憲法 13条、 14条 1項と同様、公権力と個人との関係を規律するものである。

すなわち、本件における被控訴人と控訴人らとの聞のような私人相互の関係

を直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推適用されるも

のでもなし、から、その趣旨は、民法 709条等の個別の規定の解釈適用を通じ

て、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきも

のであると解される。

したがって、一般に私人の表現行為は憲法 21条 l項の表現の自由として

保障されるものであるが、私人聞において一定の集団に属するものの全体に

対する人種差別的な発言が行われた場合には、上記発言が、憲法 13条、 14

条 l項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を欠き、社会的に許

容し得る範囲を超えて、他人の法的利益を侵害すると認められるときは、民
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考える

法 709条にいう『他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した』との要

件を満たすと解すべきであり、これによって生じた損害を加害者に賠償させ

ることを通じて、人種差別を撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨

を私人聞においても実現すべきものである」

。
差別を受けた場合、憲法 13条や 14条の解釈の私人間関係への適応を問

い、その不十分性を克服している国際条約用いる際に、民法 (90条公序

良俗違反や 709条)を解釈適用して活用するとするのは、あまりにも負

担が重く煩雑である。禁止される差別が具体的に規定されている法律(差

別禁止法)があれば、このような労力は不要になる。

[3 ]差別禁止法の制定は国際社会の標準規格

( 1 )部落解放運動が先頭に立って切り開いてきた度差別人権擁護の国際連帯

・水平社以来の反差別人権の国際連帯の伝統

・国連 NGOの設立

1988年 IMADRの設立

1993年 IMADRが国連との協議資格を取得(国連 NGO)

.国際人権条約に関する批准運動

1979年国際人権規約の批准

1995年人種差別撤廃条約に加入

( 2 )国際条約に見る無差別平等・差別の禁止規定 → 【資料3】(省略)

1.国連憲章(1945年)

2.世界人権宣言(1948年)
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考) 一部港問題を通して考える

3.社会権規約(1966年)

4. 自由権規約(1966年)

5. あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(1965年)

6.女性差別撤廃条約(1979年)

7.子どもの権利条約(1989年)

8. 障害者権利条約 (2006年)

( 3 )差別 (へイ ト・ スピーチ)に関する法規制のある国

【出典】前回朗編「なぜ、いまへイト ・スピーチなのかJ(三一書房 2013)

〈欧州〉

①ドイツ、②イギリス、③フランス、④ポルトガル、⑤イタリア、⑥スペイ

ン、⑦スイス、⑧オ ース卜リア、⑨ノルウェ 一、⑩スウェ ーデン、⑪フィン

ランド、⑫オランダ、⑬ベルギー、⑭デンマーク、⑮アイルランド、⑮アイ

スランド、⑪ウクライナ、⑮リトアニア、⑮エストニア、⑮モルドヴァ

〈アフリカ〉

①アイボリ一 ・コースト、②エジプト、③ギニアビサウ、④リビア、⑤モロッ

コ、⑤シエラレオネ、⑦タンザニア、⑧ジンパフ。エ

〈アジア〉

①フソレネイ、②カンボジア、③インドネシア、④マレーシア、⑤ミャンマ 一、

⑥シンガポーノレ、⑦ヴェ卜ナム、⑧バングラデシュ、⑨ブータン、⑩アルメ

ニア、。アゼルパイジャン、⑫キルキ、スタン、⑬ウズベキスタン

〈アメリカ〉

①セントルシア、②アンティグア・パーブーダ、③ガイアナ、④ジャマイカ、

⑤トリニダー ド・トパゴ、⑥パハマ、⑦カナダ
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考える

[4]差別禁止法の制定を求める国連からの再三の勧告 → 【資料4】(省略)

T 2001年 3月 人種差別撤廃委員会最終所見

T 2001年 8月 社会権規約委員会最終所見

T 2006年 1月 「ドゥ ・ドゥ ・ディエン報告J(人権委員会 現代的形態の

人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連する不寛容に関する特別報告

者の報告)

T 2010年 4月 人種差別撤廃委員会最終所見

T 2013年 8月 人種差別撤廃委員会 「へイト ・スピーチに関する一般的勧

告 35 J 

T 2013年 5月 社会権規約委員会勧告

T 2014年 7月 自由権規約委員会総括所見

「締約国は、性的指向およびジェンダー・アイデンティティを含むあらゆ

る理由に基づく差別を禁止し、差別の被害者に効果的で適切な救済を提供

する包括的な差別禁止法を採択すべきである。」

T 2014年 8月 人種差別撤廃委員会総括所見

「委員会は、締約国に対して、人種差別の被害者が適切な法的救済を求

めることを可能とし、条約 1条及び 2条に準拠した、直接的および間接的

な人種差別を禁止する包括的な特別法を採択するよう促す。」

第2章差別禁止法制定の意義

[ 1 ]法制度の不備是正

1. 日本国憲法第 14条第 l項

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、 信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、 経済的又は社会的関係において、 差別されない」

2.憲法は国家と個人の関係を規定するもので、私人間行為には適用されない

ntυ 
ワ
t



人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考えるー

という憲法解釈が一般的。つまり、私人間行為の平等無差別を規定した法

が存在していない。

3. 直接適用説もあるが主流ではなし、。また、民法第 90条の公序良俗規定の

ような私法(私人間の関係を規定する法律)の一般条項を介して憲法 14

条は私人間行為に適応されるという間接適用説もある。しかし、公序良俗

の概念には幅があり具体的規定としては暖昧。

4.人種差別撤廃条約などの国際条約も私人間行為に直接適用できなし、。国内

法の整備がなさていない。

5.また、名誉盟損や侮辱罪は、特定の個人を対象になされる場合に適用され

るが、一定の社会的集団に対する行為には適用されない。

6.差別禁止法の制定はこうした法的不備を是正するもの。

[2 ]差別が社会悪であることの規範の明示

1.日本国憲法第 14条第 1項からは、差別が社会悪であり、社会的に許され

るものではないという国家意思は明確には伝わっては来ない。

2.社会規範の表明で法律によって「差別禁止」がうたわれることにより、「差

別は社会的に許されないものである」との規範を確立することは重要。

3. それは個人の心の持ち方や道徳の問題ではなく、社会生活を営むすべての

ものが守らなければならないルールで=あることの表示となる。

4.雇用平等問題に関する研究の第一人者である花見忠の指摘はこの，点をつい

ている。花見は、近年在米日系企業の差別的雇用の問題がクローズアップ

されていることに着目して、 一体それはなぜ起こるのかを探る中から、そ

こに日本とアメリカの法の強制力の差、つまり「法文化の違い」があるこ

とを明らかにしている。i(差別とい う)人類共通の悪に対し、真剣に対処

しようという社会的意志が存在し、そのための真剣な社会的努力がなされ

ているか否かは国によってかなりの相違がある。このような社会的努力の
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考えるー

メカニズムが法制度である。すべての差別は社会的偏見に基づくものであ

る以上、これを克服するためには法の強制力が不可欠であるJr日系企業

の差別的雇用慣行は、わが国の圏内に差別を克服するための強制力を持っ

た法が欠如していることと関係がある」と。

※花見忠「雇用平等の国際的展開Jr日本労働研究雑誌J]No 385 日本労

働研究機構 1991年

[3 ]何が差別かの規範形成

( 1 )何が差別かの物差しの必要性

1.差別を肯定する人はいない。しかし、何が差別であるのかが明確に社会の

共通認識になっていないもとでは、「差別をなくそうJと一般的に訴えて

いても空回りになる。それは「交通道徳を守りましょう」と一般的に啓発

しているのと同じである。

2. r障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の

意見J(平成 24年 9月 14日障害者政策委員会差別禁止部会)はそのこと

をついている。

第 4、障害に基づく差別の禁止に関する法制はなぜ必要か

1、理解と交流

「障害者への差別を禁止する」と聞 くと、身構えてしまう人も少なくない

だろう。これは「差別禁止と言われでも何が差別か分からないJr知らな

いうちにしてしまったことでも差別として罰せられるのか」といった不安

によるところが大きい。さらに、こうした不安の源をたどると、障害者と

接する機会が少ないために「障害や障害者のことがよく分からない」とい

う声が聞こえてくる。それでは、障害者と障害のない人が社会の中で接す

る機会を今以上に増やせば、差別はなくなるだろうか。これまでも家庭や
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教育の場を始め、地域や職場等、様々な場面で障害者との交流の重要性が

強調され、障害や障害者への理解は一定前進してきた。

2、差別事案の存在と国民意識

しかし一方では、前項で見たように今もなお、障害者は様々な差別的取扱

いに直面しており、障害や障害者への無理解を嘆く声も途切れなし、。つま

り、障害のない人が障害について知ること、理解することの重要性は誰も

否定しないだろう。しかし、それだけでは差別が解消されることはないの

である。それでは何が必要なのだろうか。実は、この法律を制定する最大

の眼目はここにある。ここで注意すべきは、前項に述べたように、差別的

取扱いと思われる事例が多数存在するという現実がある一方で、多くの国

民が「差別は良くないし、しではならないJI障害者には理解を持って接

したい」と考えているのも事実であり、好んで、差別をしているわけではな

いという点である。

3、物差しの共有

そこで、「差別はよくないことだ」という国民誰もが持つ考えを形あるも

のには、具体的に何が差別に当たるのか、個々人で判断することは困難で

あるので、その共通の物差しを明らかにし、これを社会のルールとして共

有することが極めて重要となる。
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( 2)意識調査に見る本離

大阪府『人権問題に関する府民意識調査報告書(基本編)J2011年 3月よ り

そう思う
どちらかと言 そう思うの
えばそう思う 合計

差別は、人間として恥ずかしい行為の一つだ 48.1見 33.1 % 81.2% 

差別問題に無関心な人にも、差別問題につ
41.4% 32.1% 73.5% 

いてきちんと理解してもらうことが必要である

e 
避けると恩

どちらかとい
避けるの

えば避けると
つ 思う

合計

あなたは、家を購入したり、マン
ションを借りたりするなど、住宅を 物件が同
選ぶ際に、価格や立地条件など 和地区の

30.5覧 24.5覧 55.0% 
が希望にあっていても、次のよう 士也犠肉に
な物件の場合、避けることがある ある
と思いますか。

問題なし
どちらかとい 問題なしの
えば問題なし 合計

ホテルや旅館がハンセン病回復者などの宿
5.2首 13.3% 18.5覧

泊を断ること

外国人であることを理由に、マンションなど住
5.9% 15.0% 20.9% 

宅の入居を拒否すること

( 3 )土地問題に見る具体的規範の欠如

1.土地差別問題においても、こうした「何が差別に当たるのか」の規範欠如

の実態が示され、悪気無く差別行為が展開されていることがうかがえる。

①奥田均『土地差別一部落問題を考えるjJp 24 (解放出版社 2006年)

-77 



人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を適して考える

-土地差別事件のあきれるばかりの公然性

「差別事件の一つ一つを眺めていて、改めて驚かされるのは、差別者

の「堂々たる態度」ともいえる差別行為の公然性です。 「同和地区かどう

か」の問い合わせ先の殆どが、市役所や学校などの行政機関に対するも

のとなっています。なかには、同和問題に関わる関係部局について、そ

こを部落の所在地に関する情報を提供して くれるところだと理解してい

るケースもあり、あきれるばかりの単万直入な差別行為といえます。

行政職員の求めに応じて、自らの名前や住所、会社名を抵抗もなく告

げている事例や、逆に、職員の指摘に対して聞き直り、抗議の意志すら

示している事例が目立ちます。時には、部落解放同盟の事務所にまで赴

いて問い合わす始末です。

これらはその現れ方に大きな違いがあるものの、そこには、不動産売

買において部落に関わる情報を収集してそれを忌避することは当たり前

のことであり、こうした行為は許されない差別行為であるとの認識はか

けらも感じられない点において相通ずるものがあると言えます。

おそらくはこうした問い合わせが、同じような調子で、いや宅建業者

に対してならもっとあからさまに、不動産売買の現場で繰り広げられて

いることでしょう。それが、本章冒頭に示した、「同和地区かどうか」の

問い合わせを受けた経験に関わる、宅建業者に対する調査の結果(図 1

-1)の具体的な姿です。
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人権問題研究所紀要 差別禁止法 (考)一部落問題を通して考えるー

2. I教えても差別とは関係ない」および 「差別とは一概に言えない」の比率

にみる 「何が差別か」の規範欠落

間 取引物件が同和地区であるかどうかを教えることについてあなたはどうお

考えですか

2011年三重県調査 ;:::::26.5%::::::(至宝ミミミミ百五ミミミみ

2010年香川県調査 ;一一，::I!亙怠ぶぶミミiE1iミミぶ週1:ト脱

却 10年京都府調査 ;引い:114.0%於蕊ミミミRiF蕊ぶぶ過11〉o%

2009年大阪府調査;:-:-:-:-3….... .巨互ぶミミミ百点ミミミミ1:ト1%
。% 20% 40% 60% 80% 100% 

ロ教えるζとは差別につながる ・教えても差別とは関係ない

図差別かどうかー織には言えない回無回答

(4) I同対審」答申の重要な意義の一つは、部落問題に関する重要事項を定義

したこと

1.部落問題とは

2.差別の現実とは・・・ 実態的差別と心理的差別として捉え、具体的に提示

した

[4]差別行為の差し止めの法的根拠

差別を禁止した法律がないもとでは、へイト・スピーチや先に取り上げた差

別ビラ大量ばらまき事件、差別張り紙事件などの差別行為を差し止める法的根

拠がなく、単なる啓発か器物損壊などで対応するしかない。 しかし岸和田差別

nu 
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張り紙事件見られるとおり、それが確信犯である場合には有効な対応のしょう

がなし、。インタ ーネットへの差別書き込みも同様である。むしろこうした行為

が、表現の自由や通信の秘密という人権によって守られるという本末転倒なこ

とが生じている。名誉盟損も個人の場合にしか適用されない。

差別禁止法において刑事罰が科せられれば、それらは 「事件」として捜査され、

中止させることができる。インタ ーネットへの差別煽動書き込みも、直ちに閉

じることばかりではなく、投稿者の究明がなされる。行政指導の法的根拠とも

なる。人権委員会が設置されていれば、人権侵犯事案として訴える法的根拠と

なる。

[5 ]差別撤廃への大きな啓発効果

1.法律の持つ啓発効果は大きい。法律において社会規範が明示され、差別が

許されない社会悪であることが示されるとともに、何が差別であるのかが

規定されるとき、差別に対する認識と防止 ・抑止力は飛躍的に高まる。

2.法律の持つ啓発効果は、「法律が失効する」という場合にも大きく作用す

る。ただしその場合はマイナスの効果である。その典型事例が、「地対財

特法」の失効であろう。限定された同和対策事業に関わる固と地方公共団

体との財政措置のあり方を定めただけの財政特例法が失効しただけで、あ

たかも部落問題は解決した、同和行政の庖じまいといった風潮が一気にか

もし出されたのである。かくほど、法律の持つアナウンス効果は大きし、0

3.禁煙社会の形成も然りである。禁煙の意義については繰り返し訴えられて

きたが、今日のような状況が形成された最大の社会的要因は健康増進法の

制定であろう。
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奥田均 rr人権の世間」をつくる~ p 49 (解放出版社 2013年)

γ一一~一一~ー〈一一一一一~ー~ー~一一
( 3 )法律の持つ世間形成力

こうした「禁煙の世間」をっくり上げていく要因の中でも秀でて大きな

影響力を発揮してきた社会的要因があり ました。それが法律です。 2002

年に制定された健康増進法です。

「国民保健の向上を図ることを目的J(第 1条)とする健康増進法では、

「第二節受動喫煙の防止」第 25条に次のような規定があり ます。「学校、

体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨居、事務所、官公庁

施設、飲食庖その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを

利用する者について、 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他

人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置

を講じるように努めなければならない」。これが「禁煙の世間」形成の号

砲となった条文です。(中略)

私はある町の市役所で「今般、健康増進法第 25条により市役所は全館

禁煙となり ました。喫煙者の方は、自転車置き場横の屋外喫煙所をご利用

下さしリとの張り紙に遭遇したことがあります。これはおかしい、という

のがその時の私の実感でした。全館全面禁煙は少しやり過ぎではないのか

と感じたのです。それでさっそくこの法律を調べた結果が上記の第 25条

の内容でした。そこには全面禁煙などは一言も触れられておらず、ただ受

動喫煙の防止に必要な措置を講ずることが努力義務としてうたわれている

だけでした。

実際、法律で喫煙を制約する事については、かつてのナチスによる「反

たばこ運動」を想起させるものであり、こうした個人の健康管理に国家権

力が介在することには慎重でなければならないとの意見も出されていまし

fこ。
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考) 部落問題を通して考える

しかし法律の持つ啓発効果は偉大でした。法の趣旨が保健の向上にあ

り、喫煙の制限が法律によって取り上げられていること自体が大きな社会

的影響力を発揮しはじめたのです。常に国の動向に敏感な地方公共団体は

その象徴的存在でした。それが「健康増進法の施行により市役所は全館禁

煙」というあの張り紙だったのです。厚生労働省の健康局長がわざわざ第

25条に関する通達を出さなければならないほどに法律の威力は絶大だっ

たのです。

こうして真っ先に地方公共団体が「全面禁煙」に動き出しました。市役

所のみならず、公民館、市民ホール、図書館、集会所などの公共施設での

全面禁煙がみるみるうちに進みました。次に雪崩を打って「全面禁煙」が

突入していったのが教育施設です。学校は校舎内どころか敷地内全面禁煙

にするところが続出しました。そして、大手企業のビルが次々と全面禁煙

になっていったのです。公共施設、教育機関、大手企業における全面禁煙

の広がり、もうそれで「禁煙の世間」は半ば創り上げられたのも同然とな

りましfこ。

-ß_そうなってしまえば、 I~、やいや全面禁煙はやりすぎだ。法律にあ

るのは受動喫煙の防止義務であり分煙対策を講じればよいのだ。全面禁煙

は喫煙者の正当な権利を阻害する可能性を厚生労働省の通達も指摘してい

る」などと正論を吐いたところで相手にされません。「お前、なにを理屈

こねているんだ。今時そんな事を言っていると世間についていけないぞ」

と郷検されるのがおちなのです。そして今日の状況に至っています。私は

そこに、法律のもっている偉大な世間形成力を感じました。まさに社会規

範としての法律のパワーです。それならば「人権の世間」をっくり上げる

にも法律が必要である、それが「禁煙の世間」が教えてくれた提案でし

Tこ。
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4.啓発効果は法律制定後から発揮されるのではない。法制定の過程において

この問題に関する論議が活発に展開されることによる啓発効果である。法

を制定するには、議会での論議と議決を経なければならない。大切なこと

はその論議の過程を通じて、差別の現実が白日の下にさらされ、関心の高

まりと課題に対する認識がマスコミなどを通じて一気に社会問題化をうな

がす。

同時に、法の制定にまでこの問題を高めるためには、大きな世論の形成が

不可欠である。そしてこの世論形成の取り組みこそが、市民に対する啓発

活動に他ならなし、。つまり差別禁止法の実現は、法制定の過程それ自体に

おいて既に大きな啓発効果を持つといえる。

5.制定された法は、広く市民に周知されなければならなし、。その取り組みは

これまでの啓発活動を大きく上回る組織的なものになる。法律に関する啓

発資料の作成はもとより、法の運用に関する解説書や実務書が出版された

りすることとなる。教育現場をはじめとする様々な社会的領域に、国から

組織的に周知徹底がなされてし、く。

6.法律の持つ啓発効果は市民に、「差別は許されない時代に入った」という

社会動向を認識させることになる。こうした社会動向認識が差別撤廃に大

きな力となることは市民意識調査においても立証されている。

大阪府『人権問題に関する府民意識調査報告書(調査検討委員分析)J(2006 

年 3月)

奥田均「心理的差別の現実・思避意識及び積極的態度の形成要因に関する分析」

より

( 4 ) 忌避意識と社会動向の認識

忌避意識の形成要因を探る上において、第 3に取り上げるのは、同和問

題や人権に関わる社会動向の認識である。

内
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忌避意識が、「市民」対 「同和地区出身者」というストレートな二項対

立の関係において作り上げられているというよりは、むしろ、「市民」対

「市民」の関係において生み出されていることについては、「分析の目的と

進め方」において述べたとおりである。

それゆえに忌避意識は、「同和問題を取り巻く市民の動き」、すなわち「同

和問題をめぐる社会の動向」に敏感にならざるを得ないといえる。「現代

社会は同和問題に対してどのような姿勢をとろうとしているのかJI世間

の流れはどうなっているかJI自分の姿勢はこれらに合致しているのかど

うか」など、同和問題をめぐる社会の動向に対する認識が、自らの忌避意

識形成に強く作用していることが推測される。

本調査では、府民の社会の動向認識に関わる質問として、社会の規範とし

てある法律や条例などについての認識(問 1)と、社会状況についての

意見(問 27)を設定している。表 7は、これらと問 24との相関係数を表

している。その結果からは、次のことがわかる。1.法律や条例の理解

は、忌避意識の解消に一定の影響があることが示されている。おそらくそ

れは、個々の法律や条例の内容による効果だけではなく、こうした社会の

ルールの存在を理解することによって得られる「差別撤廃への世の中の流

れ」を受け止めることによる影響であろうと思われる。「法や条例」の存

在それ自体の啓発効果は、忌避意識の解消にも有効であるといえる。(問

1との相関係数より)

2. 同和問題をめぐる社会の動向についての理解をストレートにたずね

ているのが問 27である。「今日では差別は許されない状況にあり、差別す

る人がやがて孤立してしまう」との認識を持っている人ほど忌避意識は弱

く、逆に、「世間では、まだまだ差別が残っており、差別をなくそうとす

る人が孤立してしまう」との認識の人ほど忌避意識が強くなっている。国

内外、そして様々な分野で、力強く、差別解消・人権確立に向けた取り組
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みが推進されている状況を広く府民に伝えていくことの重要性が提起され

ている。(問 27との相関係数より)

表7 忌避意識と社会動向の認識との相関係数

忌避怠通〈際的

れ問毒自治匡や同じ'1、孝検E
にある均体1ま1I1:tるk且う

法律世議{併

など1こつい

ての館議

2同相1IlJi[にある絢伶陰遣

ゆるが.同t;'1噌I!lli!:に11る偽
伶肱遁11縫いと旦う

13.いずれにあラで色こ結おら
伝い

間1 1 (1)へ権鯖φ.社会さく~!条例ーー テ ーー ー宇ー」…一一一一一一一一L・ 、点Q!!Q.日
m鐸1暗号r.IJ~，烹安積F照会(~L. ー ..... . ..... . ~ …………………………… ーーーー ー..::9.，0.~.~. 日d
l役.6.1開""，及。:f.J警捜懸命鱒主割引開税制収日空ウS仰万いる ……L.……ゑ1奴..
t~ ~J匝1.8演lJ!!!宅 i事法・ e ・ E 同・ ・ ..... . ... ... .... .1.号ウI!IIt型空f空~.~~i~警守男 '“ L ー...........Q，9.??......
~?lJ開閉i.1繁男明金量E哩......司 ・ F 司司 ..........LI.号f日照明……一日…L.....・ 三舟¥9君主主T
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り、軍U'肱't.>くそうとする人が孤立Lてしまう 14. Bの.1(に".. 

-0.164 .・
Ir.書官7

t土量状況に

ついての意

見

(;1)問24、間世7における回答溜択肢のfわからな¥¥Jは欠繍{置として撮って¥¥ます

[6 ]取り組みの強力なパックボーン

差別をなくす法律があるということは、その活動を推進する部局が設定され

るということであり、活動を推進する予算と人が行政的に配置されると言うこ

とを意味する。窓口、予算、人という行政における 3つの存在は取り組み推進

の偉大な力となることは周知の通りである。理念だけでは取り組みは進まな

し、。

またこうした法律があるということは、差別撤廃・人権推進に関わる学校教

育や市民啓発活動の大きな法的根拠となる。企業内の取り組みやその他様々な

社会的セクターにおける人権活動の拠り所になるのであり、社会的責務として

その推進が求められることとなる。

ii法律がある」ということは、差別の現実を社会問題化し、取り組みを支え

戸、uno 



人権問題研究所紀要 差別禁止法(考) 部落問題を通して考えるー

る社会的基盤を形成する。

[7]当事者対策的発想からの転換

日本における差別問題への取り組みは従来、被差別当事者に対する生活支援

を中心とする特別対策事業の実施という形で展開されることが一般的であっ

た。部落差別に対する同和対策事業、アイヌ の人々に対する支援策、被爆者援

護、障害者施策などがいずれもそのような取り組みである。差別問題に取り組

むということは、被差別当事者対策を展開することだという発想といえるだろ

つ。

もちろんこうした取り組みは、差別の被害実態に対する救済・支援として必要

なことであり間違いではなし、。しかし差別は差別する人がいるから存在するの

である。だとすれば、差別禁止という加害者に向けた社会的仕組みも合わせて

整備されてしかるべきである。

「差別する人がいなくなれば差別問題は解決する」というこの原則を社会的な

ルールとして確立するもの、それが差別禁止法である。差別禁止法の制定は、

結果に対する補償から差別撤廃の社会建設へという大きな発想の転換をなすも

のといえる。

[8 ]被差別当事者の自尊心の支援・回復

差別はする人聞が悪し、。しかし被差別当事者において、ともすれば差別の原

因を自分の側にあるのだと受け止めてしまうことがある。部落に生まれたか

ら、障害者だから、外国人だから差別を受けるのだというとらえ方である。そ

こからは、あきらめや絶望がうまれ、自尊感情を深く傷つける。

差別禁止法は、この認識が誤りであることを明確に指し示す。 「私は私であっ

てよい」という自己肯定感情を支え、疎外からの解放を支える。
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第 3章 不可分一体の人権侵害救済法と差別禁止法

[ 1 ]圏内人権システムの「組織法」としての人権侵害救済法

人権侵害救済法は、 2012年 11月に閣議決定にまでこぎ着けたが、その法案

名称は「人権委員会設置法案」であった。名称が示すとおり、人権侵害の救済

機関であり、それは国をはじめいかなる外部機関からの干渉も受けない独立性

が担保された組織である。人権委員会は訴えられた事案を調査・判断し、調停

や仲裁、差別助長行為に対する差し止め請求などの適切な救済措置を講じる。

また、人権政策に関する政策立案の機能も有する機関である。そうした人権委

員会の設置を規定した法律が人権侵害救済法であり、それは国内人権システム

に不可欠な「組織法」と言える。

[2 ]圏内人権システムの「実体法」としての差別禁止法

「実体法」とは法律関係それ自体の内容を定めた法のことで、民法や刑法な

どがその典型である。これに対して実体法の問題を明らかにする手続きに関す

る法律が「手続法」とよばれている。それが民事訴訟法や刑事訴訟法などであ

る。

差別の撤廃を社会的規範として確立するに当たっても、何が差別にあたるの

かを明確に規定した法律が必要となる。人権委員会は、差別を訴えられでもそ

の認定を窓意的に判断することはできなし、。そのためには「差別の規定」とそ

れに対する対処を明文化した 「実体法」が必要となる。それが「実体法」とし

て差別禁止法である。

もちろん 「人権委員会設置法案」の第 2条でも差別禁止はうたわれている。

しかしそれは理念の域を出ず具体的ではなく判断の基準とはならなし、。

η
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人権問題研究所紀要 差別禁止法 (考)一部落問題を通して考える

「第 2条 何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違

法に侵害する行為(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

2.何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分(出生により決定さ

れる社会的な地位をいう。)、門地、障害 (身体障害、知的障害、精

神障害その他の心身の機能の障害をいう。)、疾病又は性的指向につ

いての共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由

として政治的、経済的文は社会的関係における不当な差別的取扱い

をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が

当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文

書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為を

してはならない。」
‘一ーーーー一一ーーーー司ーーーー ーー一一一ーーーーー一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーー一一一一-. 

[ 3]人権侵害救済法 (組織法)と差別禁止法 (実態法)は車の両輪

既に明らかなように、人権救済法と差別禁止法は決して対立するものではな

い。どちらがよいのかという二者択一のものでもない。両者差別のない社会建

設を創り 出すための「組織法」と「実体法」であり、それらは人権システムに

おける車の両輪の役割をなすものである。

諸外国においても国内人権救済機関を規定した法律と差別を規定し禁止した

法律が整備されている。両者が同時に整備される場合もあれば、どちらかが先

行して整備されてきた場合もある。

• ;両者の関係は、公正取引委員会(組織法)と独占禁止法(実体法)のよ

うなものであるとイメ ージするとわかりやすい。
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第4章差別禁止法の制定へ

[ 1 ]差別禁止法制定への潮流

差別禁止法(考)一部落問題を通して考えるー

( 1 )部落解放運動を中心とした動き

...1965年 内閣同和対策審議会答申 第 3部 5.人権に対する対策

「差別事象」に対する法的規制が不十分なため、「差別」の実態およびそれが

被差別当事者に与える影響についての一般の認識も稀薄となり、「差別」そ

れ自体が重大な社会悪であることを看過する結果となっている」

「差別に対する法的規制、差別から保護するための必要な立法措置を講じ、

司法的に救済する道を拡大すること」

哩句思 1凹96畔9咋年 「同開吋事轍業耕紺蜘特刷削抽|

- 2却O∞0回2年 3月 「地対財特法」期限切れ

...1985年 1月 「差別規制法要綱案J(部落解放基本法要綱案とセ ット)

...1985年 5月 「部落解放基本法案」

第 7条 国は、部落差別事象を防止するため、部落差別を助長する身元調査

活動の規制、雇用関係における部落差別の規制等必要な法制上の措

置を講じなければならない

...1996年 12月 「人権擁護施策推進法J(5年の時限立法)

第 2条 国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理

念にのっとり、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるた

めの教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する

第 3条 法務省に、人権擁護推進審議会を置く

↓ 
(人権教育啓発に関わる取り組み)

マ1999年 7月 人権擁護推進審議会答申(諮問第一号)
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「人権尊重の理念に関する国民的相互の理解を深めるた

めの教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する

基本的事項について」

マ2000年 12月 「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律」

(人権侵害被害者救済に関わる取り組み)

.... 2001年 5月 人権擁護推進審議会答申(諮問第二号)I人権救済制度のあ

り方について」

.... 2002年 1月 人権フォーラム 21が人権政策提言 (ver.2 . 1)において人

権法体系の提案として差別禁止法の制定を打ち出す

.... 2002年 3月 「人権擁護法案」を閣議決定、国会提出

.... 2002年 3月 「地対財特法」期限切れ

.... 2003年 10月 国会解散で人権擁護法案が廃案となる

(2009年 7月 民主党政権発足)

.... 2012月 11月 人権委員会設置法案が閣議決定、上程されたが国会解散で廃

案となる

(2012年 12月 自民党政権復活)

( 2)障害者差別禁止法制定の取り組み

....1995年 障害者政策研究集会全国実行委員会活動が始まる

→ 2001年 8月 「障害者差別禁止法」作業チームを設置

2002年 2月 第一次要綱案を発表

2004年 第三次要綱案を発表

.... 2001年 11月 日弁連第 44回人権擁護大会 「障害のある人に対する差別を

禁止する法律」の制定を求める宣言の可決
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考えるー

T 2002年 10月 障害者インターナショナル (DPI)世界大会が札幌で開催

T 2006年 8月 「市民がつくる政策調査会」において 「障害者差別禁止法検

討プロジェクト」を設置

T 2006年 10月 千葉県で障害者差別禁止条例が制定

各地で条例が広がる 北海道 (2009年 3月)、岩手県 (2010年 12月)、

さいたま市 (2011年 3月)、熊本県 (2011年 7月)、八王子市 (2011

年 12月)、長崎県 (2013年 5月)、沖縄県 (2013年 10月)、鹿児島県

(2014年 10月施行)、京都府(2015年 4月施行)、茨城県 (2014年 3月)

T 2006年 12月 障害者権利条約が国連で採択

T 2007年 3月 韓国で障害者差別禁止法制定

T 2007年 10月 障害者差別禁止法推進議員連盟準備会の発足

T 2008年 6月 政策研実行委員会は、市民政調プロジェクトの協力を得て、

「障害をもっ人の権利保障と差別を禁止する法律(素案)J(通

称:障害者市民案)を作成

(2009年 7月 民主党政権発足)

T 2009年 12月 障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備などの改革を目

的とした障害者制度改革推進本部の設置(本部長:内閣総理

大臣)

障害者制度改革推進会議の設置(障害者基本法改正後は障害

者政策委員会となる)

T 2010年 6月 「障害者制度改革の推進のための基本的は方向について」閣

議決定

T 2010年 11月 推進会議の下に「障害を理由とする差別の禁止に関する法律」

についての差別禁止部会を設置

T 2011年 8月 障害者基本法の改正

第 4条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他

噌
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考える

の権利利益を侵害する行為をしてはならない

T 2012年 9月 障害者政策委員会の差別禁止部会の意見をまとめる

(2012年 12月 自民党政権復活)

T 2013年 6月 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差

別解消法)の制定

→ 2016年 4月 1日施行

( 3 )法曹界、市民運動などにおける動き

T 1998年 「外国人住民基本法案」外登法問題に取り組む全国キリスト

教連絡協議会

T 2002年 「人種差別禁止法試案」村上正直

T 2004年 10月 「外国人・民族的少数者の人権基本法要綱試案」日弁連第

4 7回人権擁護大会シンポジウム実行委員会(宮崎大会)

T 2005年 5月 「人種差別撤廃条例要綱試案」東京弁護士会外国人の権利に

関する委員会差別禁止法プロジェクトチーム

T 2006年 2月 「人種差別撤廃法要綱」自白人権協会 → 解説冊子

T 2011年 6月 差別禁止法の制定を求める市民活動委員会の設立

共同代表(当時):神美知宏(ハンセン病問題)、多原良子(ア

イヌ問題)、楠敏雄(障害者問題)、松岡徹(部落問題)、申

恵宇(国際人権法〕、竹信三恵子(ジャーナリスト)、丹羽雅

雄(弁護士)、辛淑玉(外国人問題)、奥田均(社会学)

T 2014年 4月 「人種差別撤廃基本法」の制定を求める議員連名の立ち上げ

(4)ヘイ卜・スピーチ問題に関する最近の動き

T 2014年 へイ卜 ・スピーチの法的規制の検討開始

桝添東京都知事訪韓、朴大統領と会談 (7/25)→ 安倍首相と会談
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考)一部落問題を通して考えるー

(8/7) → へイト・スピーチ規制の法整備を検討する PT設置(座長:

平沢勝栄)(8/21) 

[2 ]築かれてきた橋頭隼一人権擁護審答申と人権擁護法案・人権委員会設置

法案

( 1 )差別の現実を具体的に認めた人権雛謹推進審議会答申 (1999年 7月 諮

問第一号)

11.人権に関する現状(抜粋)

①女性に関する課題として，人々の意識の中に形成された固定的役割分担

意識からくる，就職の際や職場における昇進の際の男女差別の問題のほ

か、セクシュアルハラスメント，家庭内における暴力などの問題がある

②子どもに関する課題として，子どもたちの聞のいじめは依然として憂慮

すべき状況にあるほか，教師による児童生徒への体罰も後を絶たない。

また，親による子どもへの虐待なども深刻化しつつある。

③高齢者に関する課題として，我が国における平均寿命の大幅な伸びゃ少

子化などを背景として社会の高齢化が急速に進む中，就職に際しての差

別の問題のほか，介護を要する高齢者に対する家庭や施設における身体

的・心理的虐待や高齢者の財産を本人に無断で、その家族等が処分するな

どの問題がある。

④障害者に関する課題として，就職に際しての差別の問題のほか，障害者

への入居・入居拒否などの問題が依然として存在しており，さらに，施

設内における知的障害者等に対する身体的虐待事件の多発などが近時目

をヲ|く 。

⑤同和問題に関する課題として，同和問題に関する国民の差別意識は，特

に昭和 40年の同和対策審議会答申(注 4)以降の同和教育及び啓発活

動の推進等により着実に解消に向けて進んでいるが，結婚問題を中心
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人権問題研究所紀要 差別禁止法(考) 部落問題を通して考える ー

に，地域により程度の差はあるものの依然として根深く存在している。

就職に際しての差別の問題や同和関係者に対する差別発言，差別落書な

どの問題もある。

⑥アイヌの人々に関する課題として，結婚や就職に際しての差別の問題の

ほか，差別発言などの問題がある。

⑦外国人に関する課題として，諸外国との人的 ・物的交流が飛躍的に拡大

し，我が国に在留する外国人が増えつつある中，就労に際しての差別の

問題のほか，外国人への入居 ・入居拒否など様々な問題がある。また，

在日朝鮮人児童生徒への暴力や嫌がらせなどの事件や差別発言などの問

題もある。

⑧ HIV感染者やハンセン病の患者及び元患者に関する課題として，日常

生活や職場 ・医療現場における差別の問題のほか，マスメディアの報道

によるプライパシーの侵害などの問題がある。

⑨刑を終えて出所した人に関する課題として，就職に際しての差別の問題

のほか，悪意のある噂の流布などの問題がある。

以上のほか，犯罪の被害者やその家族について，時には少年事件などの加

害者本人についても，マスメディアの興味本位の，又は行き過ぎた取材や

報道によるプライパシーの侵害の問題があるなど，様々な人権課題があ

る。近時，インタ ーネット上の電子掲示板やホ ームページへの差別的情報

の掲示も問題となっている。」

( 2 )私人間行為の差別にまで踏み込んだ人権擁護推進審議会答申 (2001年 5

月 諮問第二号)

i 1 .人権侵害の現状(抜粋)

今日においては、公権力による人権侵害のみならず、広範かっ多様な差別、

虐待事案等にみられるように私人間における人権侵害も深刻な社会問題と
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して広く認識されるに至っており、国は、このような私人間の人権侵害に

ついても、その被害者を救済する施策を推進する責務を有している(人権

擁護施策推進法二条)。

そこで我が国における人権侵害の現状を概観すると，まず，加害者のい

かんを問わず，差別，虐待の問題が極めて顕著な問題となっており，これ

を私人間についてみると，次のとおりである。

差別の関係では，女性・高齢者・障害者・同和関係者・アイヌの人々・

外国人・ HIV感染者・同性愛者等に対する雇用における差別的取扱い，

ハンセン病患者・外国人等に対する商品・サービス・施設の提供等におけ

る差別的取扱い，同和関係者・アイヌの人々等に対する結婚・交際におけ

る差別，セクシュアルハラスメント，アイヌの人々・外国人・同性愛者等

に対する嫌がらせ，同和関係者・外国人・同性愛者等に関する差別表現等

の問題がある。」

( 3 )人権擁護法案でははじめて包括的な差別禁止がうたわれた。しかも自民

党小泉内閣で閣議決定 (2002年 3月8日)し、同年の第 154通常国会に

提出されたという事実。

1.様々な差別を法の対象としている

「第 2条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他

の人権を侵害する行為をいう。

2. この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的

な地位をいう。

3.この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活

が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をし寸。

4. この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたりに日常

生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾病を

phυ 
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いう。

5.この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的

身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。」

2.差別の禁止をうたっている

「第 3条何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をして

はならない

次に掲げる不当な差別的取扱い

イ 国文は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者と

しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者と

しての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労

働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別

的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律(昭和 47年法律第 113号)第 8条第 2項に規定

する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第 3項に規定する

理由に基づく解雇を含む)

一 次に掲げる不当な差別的言動等

イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする

侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動

ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してす

る性的な言動

一 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐

待

2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない

人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を
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理由として前項第 1号に規定する不当な差別的取扱いをすること

を助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性

を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書で頒

布、掲示その他これらに類する方法で公然、と適示する行為

一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を

理由として前項第 1号に規定する不当な差別的取扱いをする意思

を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為」

( 4)人権委員会設置法案の閣議決定 (2012年 11月 9日)という事実

「第 2条何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違

法に侵害する行為(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

2.何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分(出生により決定され

る社会的な地位をいう。)、門地、障害(身体障害、知的障害、精神障害そ

の他の心身の機能の障害をいう。〕、疾病又は性的指向についての共通の属

性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的

又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘

発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別

することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法

で公然と摘示する行為をしてはならない。」

[3 ]差別禁止法実現への 3つの必須条件

( 1 )立法事実の収集

1.差別禁止法の制定に絶対不可欠の条件、それが立法事実たる差別の事実の

収集である。差別の現実はただそれが 「ある」だけでは社会問題とならな

い。それを収集し、整理し、様々な形を通じて世に問う取り組みを通じて

それは解決を必要とする「社会問題」となるのであり、この時はじめて差
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別禁止法の制定要求が社会性を持つことになる。

2. 内田博文「差別禁止法の動向と研究会発足についてJr部落解放研究』

No 200 (2014. 3) I差別禁止法の法制化に当たっての研究課題としてま

ず何よりも重要なことは、人権課題ごとに差別被害の実態を明らかにする

ことである。それを通じて、立法事実の存在と立法の必要性を広く各界に

訴えかけるとともに、新たな立法によって禁止される差別とは何かについ

て共通の理解の形成を図り、不明確云々という差別禁止立法にしばしば向

けられる批判が当たらないことを具体的に示していくことができるからで

ある。(中略)I諸外国では、差別禁止法の法制化にあたって、この被害実

態調査が最大の推進力になったといわれる。差別禁止立法が実現するかど

うかはこの被害実態調査にかかっているといっても決して過言ではない。」

( 2 )当事者主権

1. Nothing about us， Without us ! (我々抜きに、我々についての一切の

事を決めるな!) 

これは、国連を舞台に繰り広げられた障害者権利条約の策定作業で、世界

中から参加した障害者が力強く叫んだ合言葉である。それは今日では差別

問題を語るときの大原則となっている。 「差別禁止法」の制定においても、

この大原則が踏まえられなければならない。つまり法制定運動における被

差別当事者の登場でありイニシアティブである。

2.人種差別撤廃条約をはじめとする国連の人権関係条約の存在および日本政

府に対する勧告は実に力強く一定の影響を無視できないものとしてある。

しかし外的圧力(外的必然性)は、内的条件(内的必然性)が熟してこそ

有効な力として機能するものである。

3. 内的条件のもっとも重要な要素の一つは、日本の被差別当事者自身が差別

に抗議し、差別の法規制を求める主体的な取り組みを展開しているかどう
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かである。差別は厳しければ厳しいほど、差別の現実を告発する力をねじ

伏せるものである。しかし、当事者が立ち上がらない反差別の取り組みは

力を持たない。

4. r差別禁止法の制定」という旗の下に被差別当事者が結集し、差別の現実

を明らかにし、議論して取り組みを進めていくことが必要である。もちろ

んこれは並大抵の作業ではない。 しかしこのことを抜きに差別禁止法制定

への展望は語れない。被差別当事者のこの努力が、 「差別禁止法」が実現

した暁には、それを「絵にかいた餅」に終わらせない保障になる。(参照

2004. 5.27河北新報)

( 3)差別禁止法案の作成

差別禁止法とはイメージではなく具体的で、ある。様々な論点が存在し、様々

な立場からの意見が寄せられる。 しかしそれらを法案としてまとめ上げないこ

とには、スローガン倒れに終わる。困難であるが、専門家の力を結集し、差別

の現実と当事者の訴えに応え、なおかっ司法理論としての正当性を持った法案を

作成しなければならなし、。 。
(1) (2) (3) これらの必須条件が整えられてい くとき、国際人権の力

や圏内世論の力と政治勢力の結集を促し差別禁止法の制定への道が聞か

:れてい く
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差別禁立法の制定
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第 5章 差別禁止法批判への反論

〈関係論文 1>内田博文「差別禁止法と日本国憲法Jr部落解放J(解放出版社

2013年 6月号)

〈関係論文 2>内田博文「差別禁止法と表現の自由の観点からJr差別禁止法を

求めてJ(部落解放・人権研究所 2014年 7月号)

〈関係論文 3)師岡康子『へイト・スピーチとは何かJ(岩波新書 2013年)

〈関係論文4)前田朗「へイト・スピーチを理解するためにJrなぜ、いまへイ

ト・スピーチなのかJ(三一書房 2013年)

〈関係論文 5)師岡康子「試論 へイト・スピーチ規制法のマイノリティに対

する濫用の危険性と人種差別撤廃条約Jr矯正・保護総合セン

ター研究年報J(龍谷大学 2012年第 2号)
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